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　第1回定例会には、執行部から平成29年度一
般会計等の補正予算案6件、平成30年度の全会
計当初予算案11件、条例の制定および改正案
25件、このほか新市基本計画の一部変更、専決
処分、人事案件など8件の計50議案が上程され
ました。
　そのうち専決処分、人事案件の2議案を除く、
48議案は所管の常任委員会（予算決算・教育経

済・総務民生）に付託し集中審査を行いました。
　本会議における全ての議案の議決結果につい
ては、下記の表をごらんください。
　なお、今定例会の会期は当初の予定を2月28
日～ 3月23日までの24日間としていましたが、
一部の議案審議（詳細はP4）に時間を要したた
め、会期を6日間延長しています。

平成30年第1回（3月）美祢市議会定例会

審 議 さ れ た 議 案 等

会期　2月28日～ 3月29日（30日間）

案件番号 議案名（案件名） 議決結果

議案第10号
専決処分の承認について

（秋芳北部地域統合保育所建設（建築主体・屋外整備）工事の請負契約の一部を変
更することについて）

原案可決

議案第11号 平成29年度美祢市一般会計補正予算（第8号） 原案可決

議案第12号 平成29年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正予算（第4号） 原案可決

議案第13号 平成29年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第3号） 原案可決

議案第14号 平成29年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第5号） 原案可決

議案第15号 平成29年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号） 原案可決

議案第16号 平成29年度美祢市病院等事業会計補正予算（第2号） 原案可決

議案第17号 平成30年度美祢市一般会計予算（修正案の採決結果は賛成8・反対6・棄権1、 
修正案を除く原案部分については全会一致） 修正可決

議案第18号 平成30年度美祢市国民健康保険事業特別会計予算 原案可決

議案第19号 平成30年度美祢市観光事業特別会計予算 原案可決

議案第20号 平成30年度美祢市環境衛生事業特別会計予算 原案可決

議案第21号 平成30年度美祢市住宅資金貸付事業特別会計予算 原案可決

議案第22号 平成30年度美祢市農業集落排水事業特別会計予算 原案可決

議案第23号 平成30年度美祢市介護保険事業特別会計予算 原案可決
（賛成14・反対1）

議案第24号 平成30年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計予算 原案可決
（賛成14・反対1）

議案第25号 平成30年度美祢市水道事業会計予算 原案可決

議案第26号 平成30年度美祢市公共下水道事業会計予算 原案可決

議案第27号 平成30年度美祢市病院等事業会計予算 原案可決

議案第28号 美祢市総合支所及び出張所設置条例の一部改正について 原案可決
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案件番号 議案名（案件名） 議決結果

議案第29号 美祢市個人情報保護条例及び美祢市情報公開条例の一部改正について 原案可決
（賛成13・反対1）

議案第30号 美祢市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について 原案可決
（賛成13・反対1）

議案第31号 美祢市総合計画条例の制定について 原案可決

議案第32号 美祢市職員の退職手当に関する条例の一部改正について 原案可決
（賛成13・反対1）

議案第33号 美祢市債権管理条例及び美祢市病院等事業使用料手数料条例の一部改正について 原案可決

議案第34号 美祢市手数料条例の一部改正について 原案可決

議案第35号 美祢市学校教育施設整備基金条例の制定について 原案可決

議案第36号 美祢市立小学校設置条例の一部改正について 原案可決

議案第37号 美祢市立小中学校児童生徒に対する通学費補助支給条例の一部改正について 否　　決

議案第38号 美祢市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 原案可決

議案第39号 美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 原案可決

議案第40号 美祢市児童館の設置及び管理に関する条例の廃止について 原案可決

議案第41号 美祢市児童公園及び児童遊園の設置及び管理に関する条例の一部改正について 原案可決

議案第42号 美祢市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 原案可決

議案第43号 美祢市国民健康保険条例の一部改正について 原案可決

議案第44号 美祢市国民健康保険税条例の一部改正について 原案可決

議案第45号 美祢市介護保険条例の一部改正について 原案可決

議案第46号 美祢市看護師奨学金貸付条例の一部改正について 原案可決

議案第47号 美祢市都市公園条例の一部改正について 原案可決

議案第48号 美祢市における太陽光発電設備の設置に関する条例の制定について 原案可決

議案第49号 美祢市給水条例の一部改正について 原案可決

議案第50号 美祢市水道新設事業分担金徴収条例の一部改正について 原案可決

議案第51号 新市基本計画の一部変更について 原案可決

議案第52号 美祢市過疎地域自立促進計画の一部変更について 原案可決

議案第53号 行政財産の貸付けについて 原案可決

議案第54号 普通財産の貸付けについて 原案可決

議案第55号 土地改良事業の一部を変更することについて 原案可決

議案第56号 市道路線の変更について 原案可決

議案第57号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 原案可決

議案第58号 美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定
める条例等の一部改正について 原案可決

議案第59号 美祢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の
制定について 原案可決



4

○議案第37号　美祢市立小中学校児童生徒に
対する通学費補助支給条例の一部改正につい
て（賛成少数否決）

　現行制度は合併前の美祢・美東・秋芳地域
の通学費補助制度を引き継いでいるため、補助
内容が異なる部分がある。地域間格差解消のた
め、全市統一的な新制度として提案された。
〈主な改正点〉
◦遠距離通学の距離基準引き下げ

これまでの基準である小学校4㎞以上、中学
校6㎞以上を小・中学校ともに「おおむね3
㎞以上」または「3㎞以上」とする。

◦通学手段別の補助金額改定
・遠距離通学に該当し、交通機関を利用する児

童生徒の定期乗車運賃の全額を補助する。
・遠距離通学に該当し、徒歩・自転車・自家用

車で通学する児童生徒の場合、年15,000円
を支給する。

○議案第17号　平成30年度美祢市一般会計
予算〔新年度当初予算（修正可決）〕

　議案第37号美祢市立小中学校児童生徒に対

【否決とした理由・争点】
○固定費（継続的経費）の増大による市財政へ

の将来的な影響を懸念する
○基準を小中共通3㎞とした協議経過と理由が

曖昧なうえ、通学他制度と取扱いを混同した
ため、制度に無理が生じている

○各地域における通学手段の現状として、圧倒
的に徒歩・自転車通学の多い美祢地域とバス
通学を主とする美東地域ではさらに補助格差
が大きくなり、現行制度以上の不公平感が生
まれる

○徒歩通学をも補助対象とする制度のあり方
に疑問がある

○美東地域におけるバス通学費の負担軽減に
対し異論はないが、行財政的に有利なスクー
ルバスの導入等を今一度検討すべきである

する通学費補助支給条例の一部改正を否決した
ことに伴い、関係する予算について減額の修正
を行いました。

現行制度 新制度（改正案）

補助
要件

（内容）

小学生：居住区中心から 片道 4㎞
中学生：住居最寄停留所等から 片道 6㎞
を超えた部分にかかる交通機関の定期乗車運
賃の 1/2 を補助。

小・中学生共通（遠距離通学費補助基準）
　居住区域（の中心）から学校までの片道がお
おむね 3㎞以上、または住居からの片道が 3㎞
以上であれば
①公共交通機関  全額補助
②徒歩・自転車・自家用車  15,000 円 / 年 補助

美祢 制度該当者　児童生徒合計13名程度
　　　　　（全児童生徒数 約1,000名）

制度該当者　　児童生徒合計 107名程度
①公共交通機関 6名程度
②徒歩・自転車・自家用車 101名程度

美東

　旧美東町の制度を踏襲している。
　地域に中学校は美東中１校で、学校近傍の
大田地区（岩波・桂坂を除く）以外から通学す
る生徒の大半が路線バスを利用。
　路線バス利用の場合、通学距離を問わず自
己負担（月額4,320円）を除く定期乗車運賃の
全額を補助。
上記該当者　児童生徒合計70名程度
　　　　　（全児童生徒数 約310名）

制度該当者　　児童生徒合計 82名程度
①公共交通機関 76名程度
②徒歩・自転車・自家用車 6名程度

秋芳 制度該当者　中学生1名のみ
　　　　　（全児童生徒数 約210名）

制度該当者　　児童生徒合計 8名程度
①公共交通機関 1名程度
②徒歩・自転車・自家用車 7名程度

審　議　内　容　報　告

■下記表は通学費補助該当者の状況
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3月議会　一般質問と答弁

問　昨年の10月から年末にかけて、2回にわ
たり開催された地元での座談会の報告と、

今後の市の方針についてお伺いします。

答　座談会の出席者からの利活用に関する
主な提言として、体育施設、土器や遺物

の展示施設や雇用の場の整備といったもののほ
か、「市は経費をかけるべきではない。県に建物
を撤去してもらい、更地になった上で利活用案
を考えるべき」といった意見もありました。
　また、昨年7月から庁内プロジェクトチーム
を設置し協議を重ねてまいりましたが、施設の
ほとんどが耐震性能が低く、市が施設を整備し
利活用することは難しいとの意見でおおむねま
とまったところです。今後は、なるべく経費をか
けない方法による利活用を考えていきます。

問　秋芳洞に入らずに秋吉台上だけを訪れる
観光客も駐車場等の公共施設を利用されま

すが、現状では受益者負担を求める手段がありま
せん。
　カルストロードの再有料化による秋吉台保全料
等、新たな財源の確保についてどのようにお考え
でしょうか。

答　秋吉台の環境保全のための目的税とし
て、その基本的な考え方については前向

きに捉えています。しかし、カルストロードは一
般県道です。秋吉台の維持管理のあり方につい
て山口県と協議し、カルストロードの再有料化
が可能かどうか、また違う方法で市が秋吉台保
全のために地方税として何らかの賦課ができる

のか検討してまいりたいと思います。

問　本定例会の施政方針演説において言及さ
れた、秋吉台景観・施設整備基本計画策定

事業についてお伺いします。

答　秋吉台周辺地域における既存施設の見
直しや再検討を行い、今後の魅力ある施

設整備に資する基本計画を策定し、施設整備の
優先順位を定めるものです。
　また、観光地としてふさわしい景観整備の検
討、案内看板の整備、秋芳洞周辺道路の景観整
備、秋芳洞内桟橋改修、各案内所、空き家・廃屋
等の対策を重点課題に挙げています。

問　バス路線見直しに伴う地域住民の不安解
消と新運行の周知活動についてお伺いしま

す。

答　平成30年10月に運行を開始する秋芳
地域北部と大嶺町奥分・於福町上地域で

は、昨年1月から地域の皆様との協議を重ねて
まいりました。そこでは、新たな移動手段の運
行が開始されることへ不安の声も多く上げられ
ました。ミニバスが初めて導入される大嶺町奥
分・於福町上地域では、２週間のお試し運行を
実施し、その利便性を実感いただけたものと理
解しています。今後も乗り方教室を開催するな
ど、スムーズな導入に努めてまいります。
　なお、平成31年10月からの実施を目指し、山
中・堀越地域、川東・西分地域、秋芳地域南部
の皆様と再編の協議を進める予定としており、
適宜住民説明会のご案内をいたします。

美祢高等学校の跡地利用について1

秋吉台保全料の検討について2

秋吉台景観・施設整備基本計画
の策定について3

美祢市地域公共交通網形成計画にお
けるバス路線見直しの予定について4

（無所属）

猶
なお

野
の

　智
とも

和
かず

 議員

秋吉台カルストロード
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3月議会　一般質問と答弁

問　台湾観光・交流事務所の今後についてお
伺いします。

答　当事務所を拠点とした観光プロモー
ションを展開し、観光客の誘致促進を図

りたいと考えています。
　また、美祢市の特産品等を当事務所を通じ、
各種商談会やバイヤー等に紹介することで、物
流における経済面の交流も促進し、観光振興を
はじめとした教育・物流の窓口として期待さ
れるような活動をしてまいりたいと考えていま
す。

問　市長は、費用対効果があらわれなければ
台北事務所を閉鎖すると言われていました

が、平成29年度において費用対効果はあらわれ
たのでしょうか。

答　台湾からの来訪者には、秋吉台・秋芳
洞を中心とした自然体験に多くのニーズ

があり、健康志向も高く、ウォークやサイクルス
ポーツ等、スポーツツーリズムのニーズも高く
なっています。
　当事務所を窓口として、台湾からのサイクル
スポーツを目的とした観光客の誘致を行政と旅
行会社で造成しているところです。

問　平成30年度予算編成にあたって、台湾
からの観光客1万人という目標に対して、

どのような取り組みをされるのでしょうか。

答　秋吉台・秋芳洞の持つ本質的な価値を
前面に打ち出すとともに、地域の成り立

ちや新たな付加価値を創出した秋吉台・秋芳洞
を、学術、教育と観光が融合したプロモーショ
ンとして展開することにより、各種ツーリズム
や学術的な価値などを発信し、観光客の誘致を

推進してまいります。

問　今、美祢市内の子供たちの教育レベル、
教育環境はどういうレベルにあるのでしょ

うか。

答　美祢市内の子供たちの学力向上を図る
ために、まずは先生方の教育力、質を高め

ることが、ひいては子ども達の学力に反映して
いくものだろうと思っています。
　また、グローバル化に向けての人材育成にお
いて、市内中学校3年生の30％を超える英検3
級以上の合格者がいることは胸を張っていける
と思っています。
　コミュニティ・スクールについても、学校の
中に地域の方が入り触れ合う中で、思考力・判
断力・表現力などのコミュニケーション能力に
ついて、各学校が実績を上げているところです。

問　地域包括ケアシステムの構築を進めてい
くための組織の連携・強化についてお伺い

します。

答　全庁的な推進体制強化の第一歩として、
美祢市地域包括ケアシステム庁内検討委

員会を早急に立ち上げることとしています。
　今後はこの委員会の中で、本市の特性に応じ
た地域包括ケアシステムの深化・推進に関する
事項について、協議をしながら進めてまいりた
いと考えています。

国際交流事業について1

教育充実都市について2

美祢市の福祉政策について3

（新政会）

秋
あき

山
やま

　哲
てつ

朗
ろう

 議員

台湾からのサイクリングツアー（秋吉台）



7

3月議会　一般質問と答弁

問　病児保育サービスは、定住促進のため
の子育て支援であり、男女共同参画社会や

ワークライフバランスの実現にも重要な役割を果
たすと思います。
　本市では長年にわたり、病児保育の実施を目指
し議論がなされてきましたが、平成30年度にお
いて、美祢市重点事業に位置付けられ、予算化さ
れました。
　そこで、子ども・子育て環境の充実に取り組む
病児保育施設整備事業についてお伺いします。

答　病児保育施設とは、子どもが病気ある
いは病気回復期にあり、集団生活が困難

な時期に、保護者が家庭で育児や看病ができな
い場合に一時預かりを行う施設です。
　事業の詳細については次のとおりです。
＜施設の概要＞
　建設地は、美祢市立病院職員駐車場の一角を
予定しています。施設には、保育室、安静室、イ
ンフルエンザなどの感染症に個別に対応する隔
離室などを設け、隔離室は別の玄関から入るな
ど配慮したいと考えています。
＜事業実施にあたっての検討事項＞
　他市の例では、保育料は1日2,000円、対象年
齢は生後3カ月から小学校6年生まで、定員は
3~4人程度が多いのが現状です。国の病児保育
事業実施要綱では、病児3人に保育士1人が必
要となるため、保育士確保の状況にもよります
が、当初は定員3人からスタートしたいと考え
ています。

＜医療機関との連携について＞
　病児保育を運営するには、小児科医の常駐が
必要不可欠です。山口大学医学部小児科学講座
のご配慮により、病児保育施設開設後は、隣接
する美祢市立病院において週5日の午前・午後
の小児科の外来診療が行えるよう小児科医派遣
の目途が立ったところです。
　開設時間などの運営にかかわる詳細は、美祢
市立病院と協議してまいります。
＜事業の周知について＞
　施設の名称または愛称の公募などを今後検討
していくこととしており、まずは関心を持って
いただきたいと思います。
　利用方法等については、子育て応援サイト「つ
ぼみネット」、広報「げんきみね。」、MYTを活用
するとともに、庁内関係各課が連携して周知に
努めていくこととしています。

問　本市では、世界ジオパークを目指して
様々な研究や活動が行われるようになりま

したが、残念ながらその活動が広く市民に伝わっ
ていないように感じます。
　自治体として、ジオパーク活動の理念である

「環境保全」、「教育」、「地域振興」をどのように展
開させようとしているのかお伺いします。

答　地域住民とコミュニケーションを図る
こと、そのコミュニケーションから経済活

動が生まれること、アイデンティティを確立す
ることが重要であり、人と物を大切にするジオ
パーク活動を続けることが、本市の将来のため
には必要不可欠です。
　今後も市民の皆様にとってわかりやすく、親
しみやすいジオパーク活動を展開してまいりた
いと考えています。

病児保育施設整備事業について1

ジオパーク活動の課題について2

（無所属）
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3月議会　一般質問と答弁

問　過疎が進む中、相続や贈与等によって土
地等の所有者の所在が分からなくなるな

ど、固定資産税の納税義務者の特定が困難な場合
が増えてきているのではないかと思います。
　本市の現状と対策についてお伺いします。

答　贈与における納税義務者の特定につい
ては、特に問題は生じていません。

　相続の場合、相続登記の有無にかかわらず、
納税義務者変更の手続きがされない場合には、
相続人の代表者に手続きをしていただく旨の通
知を定期的に行っています。これにより、ほと
んどの場合は納税義務者の把握につながってい
ます。

問　農地において、所有者が特定できず利用
権の設定等が困難となりつつありますが、

対策についてお伺いします。

答　農地の貸し手の死亡により農地が相続
されず、さらに相続人が不明の場合には

利用権の設定ができなくなります。また、借り手
が耕作を止めた場合は農地の荒廃が懸念され、
市の収入となる固定資産税の納付も見込めなく
なります。
　現在、国において所有者不明の農地の集積を
促す制度を創設し、固定資産税を負担する事実
上の管理者が、簡易な手続きで農地中間管理機
構に利用権を設定できるように法改正が審議さ
れています。

問　新庁舎の建設等、大規模な公共投資が多
数計画される中で、地方交付税は減少傾向

にあります。
　交付税の不足分として臨時財政対策債が発行
できるようになっていますが、この市債残高は起
債総額の42％となっています。
　将来的に市財政の足かせにならないでしょう
か。

答　臨時財政対策債は元利償還の100パー
セントが交付税算入される仕組みになっ

ています。
　有利な起債を効果的に使うことは、最適な財
源調達の手段と考えていますが、自主財源の確
保にも努力しなければならないと考えていま
す。

問　豊田前での議会報告会において、以前の
ように葬儀、告別式の告知放送ができない

かとの意見がありました。以前は豊田前地域と秋
芳地域のみで行われていたもので、秋芳地域でも
同様の要望が多数あります。告知放送ができない
理由についてお伺いします。

答　訃報の情報は私的なものです。個人情
報保護法等、法に基づく制限はありませ

んが、私的な情報を積極的に公共放送により周
知することが適切ではないと判断しています。
市内の情報の均衡を図るため、平成25年3月末
日をもって、訃報に関する放送をすべて終了し
ました。

問　訃報等の告知放送に頼っていた地域につ
いては、新たな連絡体制はなかなかできま

せん。お世話になった方々が最後のお別れをする
機会は大切です。
　告知放送が可能な地域については実施できる
方法があるのではないでしょうか。

答　社会福祉協議会や、地域のコミュニ
ティにお願いするなどの方法はあると思

います。
　放送ができる体制を整えていただける団体や
コミュニティがあれば、協議しながら進めてい
ければと思っています。

固定資産について1

地方財政の硬直化と臨時財政対
策債について2

葬儀、告別式の告知放送について3

（政和会）
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3月議会　一般質問と答弁

問　本市の職員採用は、新規学卒者が多いと
思いますが、行政の場合、新卒採用にこだ

わる必要はないと考えます。職員採用にあたり、
社会人枠を設けることはできないでしょうか。

答　職員の年齢構成及び受験人数等を考慮
しながら、必要に応じて受験年齢の引き

上げや社会人枠採用について、適宜対応してま
いりたいと考えています。

問　市外居住の市の職員について、通勤手当
を減額するなどして、市内居住の職員との

差別化を図るお考えはありますか。

答　市職員は、市民ニーズを的確に把握し、
より市民目線で業務を行うとともに、地

域の担い手としても活躍が期待されます。
　また、危機管理上、迅速な対応を行う上でも
市内居住は有利となります。
　しかし、様々な事情により市外に居住してい
る職員もおります。市外居住者の通勤手当に差
をつけることの適否については慎重に、法の精
神を見ながら検討してまいりたいと思います。

問　近年、職員数の減少により、職員1人当
たりの負担が増えていると思います。職員

の異動も短いスパンでは充実した仕事にならず、
市の損失になるのではないでしょうか。

答　美祢市人材育成基本方針により、バラ
ンス感覚のある職員を育成するために、

定期的に人事異動を行い、職員個々の適正や能
力の把握に努めています。
　また、人事評価制度を実施するとともに、年1
回の職場適正申告を実施し、職務に対する職員
一人ひとりの状況や意欲、異動希望について職
員本人から申告する機会を設けています。

　希望者すべての要望をかなえることはできま
せんが、それを人事異動に反映することにより、
適材適所の配置を行っているところです。
　今後も、市民福祉の推進につながり、最小の
経費で最大の効果を上げることのできる行政組
織となるように、適切な人事異動を実施してま
いります。

問　児童・生徒の登下校の際の安全は、必ず
確保されるものでなければならないと思い

ます。
　学校の統廃合が進む中、スクールバスや定期バ
スを利用する児童・生徒が増加していますが、徒
歩や自転車で通学する児童・生徒もいます。
　国道や県道、市道沿いの通学路の安全確保につ
いてお伺いします。

答　通学路については、毎年、全小中学校で
安全点検を実施しており、その結果は学

校教育課で集約しているところです。
　危険箇所について学校から報告があった場
合、少年安全サポーターがその都度現地を確認
し、初期対応や関係機関への情報提供を行って
います。
　関係機関との合同点検が必要な箇所について
は、学校関係者、警察、道路管理者、教育委員会
で年１回点検を実施し、必要に応じ対策をとっ
ています。

問　高齢化が進み、通学路周辺の草刈り等を
地域住民が行うことが困難になってくるこ

とも考えられますが、市の対応についてお伺いし
ます。

答　各学校の学校運営協議会やＰＴＡ組織
を窓口とし、該当場所のある自治会と協

議し、自治会に草刈り等の整備をお願いするな
ど、状況に応じて地域と連携した対応をしてい
ます。
　自治会での対応ができない場合には、学校運
営協議会またはＰＴＡ組織にご相談いただけれ
ばと思います。

美祢市役所の働き方改革について1
通学路の整備について2

（純政会）

秋
あき

枝
えだ

　秀
ひで

稔
とし

 議員



10

3月議会　一般質問と答弁

問　平成30年度から、持続可能な医療保険
制度を構築するための法改正がなされまし

たが、今回の制度改正による美祢市の保険税への
影響についてお伺いします。

答　平成30年度からの保険税の賦課方式に
ついては、現在の4方式から資産割を賦

課しない3方式に見直します。
　また、県から提示された標準保険料率をもと
に新たな保険税率等で試算したところ、一人当
たりの平均保険税額は9万6,092円となり、平
成29年度と比較して、一人当たり1,072円の減
額となりました。
　できる限り本市の保険税に影響が出ないよ
う、国保基金等による補てんを検討しつつ、被
保険者の皆様にも医療費の抑制にご協力をいた
だき、適正な制度運営を進めていきたいと考え
ています。

問　今後の防犯灯のLED化についてお伺い
します。

答　平成28年度と29年度に新規に設置さ
れた防犯灯32基のすべてがLED照明と

なっています。
　LEDは設置費用が蛍光灯よりも高額になりま
すが、長寿命で消費電力が少ないというメリッ
トがあります。
　また、国が進めるエネルギー消費効率の高い
製品の普及促進の流れから、LED照明の普及は
今後拡大することが予想されます。
　しかしながら、今後の新規設置や器具一式取

り替えの場合においても、LED照明に限定する
ことは考えていません。

問　今年は合併10周年となる節目の年です。
　合併当時から市民の一体感の醸成を目指

されていますが、市民の利便性向上の観点からも
今後の廃棄物の持ち込みに関する一元化の見通
しについてお伺いします。

答　不燃物の持ち込みについては条例の規
定により、美祢・美東・秋芳地域の各一

般廃棄物処理場等へ搬入していただくことに
なっています。これらの廃棄物処理施設が、そ
れぞれの地域の実情を踏まえ、長年に及ぶ地域
住民との懇談と理解を得て建設された経緯等も
あり、現在まで居住地域における持ち込み制限
を継続している状況です。
　今後市民の一体感の醸成をさらに推進してい
く意味からも、市民が同様に施設を利用できる
ことが理想の姿であると思います。一元化につ
いては、廃棄物減量等推進審議会に諮問し審議
するとともに、地域住民との丁寧な協議を重ね
てまいりたいと考えています。

問　介護人材の不足は深刻な社会問題となっ
ており、本市においても介護福祉士等の人

材不足が生じています。
　今後、介護人材育成にかかわる事業を拡大する
にあたり、市内高校への福祉学科の創設について
お伺いします。

答　市内学校法人に介護福祉に特化した学
科や専門コースを創設することで、介護

人材を育成・確保し、介護サービスの提供等、
さらなる環境整備につながっていくと思いま
す。
　今後、学校法人における方針や県との調整な
ど、課題は多くありますが、地域課題解決の一
環として協議・連携を深めながら、前向きに取
り組みたいと考えています。

防犯灯の整備状況について2

廃棄物の一元化について3

介護人材の育成と確保について4

国民健康保険制度改革について1

（新政会）
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3月議会　一般質問と答弁

問　2025年問題、2040年の人口構成につ
いてお伺いします。

答　美祢市高齢者保健福祉計画・第7期介
護保険事業計画における人口推計は、平

成27年度の国勢調査の結果をもとに、国立社会
保障・人口問題研究所の地域別将来推計人口の
係数を用いています。
　平成29年度現在では2万5,521人、平成32
年度、第7期の終了時点では2万4,564人との
人口推計をしています。65歳から90歳以上ま
で5段階に分けての人口推計もしており、全体
的には、平成32年をピークに65歳以上の人口
も減少してくると推計しています。

問　高齢者1人に対する生産年齢人口につ
いて、1965年代は胴上げ型時代、2012

年は騎馬戦型、2040年は肩車型と言われてい
ます。
　美祢市は10年ぐらい早く高齢化が進んでお
り、2040年には推計人口1万8,000人中、高
齢者は8,244人で45.8％、中でも90歳以上の
お年寄りが1,400人の時代が来るわけですが、
高齢者に対する施策をどのようにお考えでしょ
うか。

答　平成40年に90歳以上の方が1,000人
を超える状況は、肩車よりもきつい状況

になると思っています。
　地域包括ケアシステムを早急に確立して、地
域全体で高齢者を支えていきます。

問　自宅、病院、介護施設等、歯車がうまく
回らなければなりません。

　第6期における基盤整備について、西岡市長
就任後の平成28年5月9日に、ＣＣＲＣとの整

合性がないから凍結すると庁内協議をされてい
ます。
　第７期については、病院、介護施設、ＣＣＲＣ
との調整もされていませんが、市長は全体の把
握をされ、庁内協議をすべきではないでしょう
か。市長の判断ミスは多くの待機者に迷惑をか
けることになります。
　今回も、地域密着型の特別養護老人ホームの
新規整備をしないというお考えを示されてい
ますが、平成29年5月末現在の入所申込者は
227人です。このうち、最終的に待機者を43人
とした根拠についてお伺いします。

答　第7期の介護保険事業計画に向けて、
庁内で検討し協議をしてまいりました。

病院や福祉ではどういった事業をしていくの
か、全庁的にも議論を重ねながら、この計画を
策定したものと思っています。
　待機者の数値については、227名の申込者の
うち、要介護3以上の方が151名で、そのうち在
宅の方が48名であることから推計されるのが
実質待機者43名です。
　1年間に平均98人の退所者があり、施設は充
足状態にあると判断し、第7期介護保険事業計
画では新規整備を行わないことにしました。

問　認知症施策の取り組みについてお伺い
します。

答　認知症施策等の事業については、認知
症地域支援推進員の配置、認知症ケアパ

スの作成、認知症カフェの運営支援、認知症初
期集中支援チームの設置等を行っているところ
です。

美祢市高齢者保健福祉計画・第７期
介護保険事業計画の検証について1

（政和会）
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3月議会　一般質問と答弁

問　昨年12月定例会において、固定資産税
の過誤納付の調査をお願いしたところ、課

税誤りがあることを確認したと伺っています。
　固定資産税の課税誤りに係る確認作業等の進
捗状況についてお伺いします。

答　現在、最終確認等の作業をしている段
階にありますので、件数等の詳細につい

ては控えさせていただきたいと思います。
　確定次第速やかに議会に報告するとともに、
公表することとしています。

問　本市では、国民健康保険税に資産割を賦
課していることから、今回の課税誤りで国

民健康保険税にも影響が出てくると思います。
　国民健康保険税と固定資産税、これらは年度内
に必ず還付されるのでしょうか。

答　還付については、対象となる方にお会
いした上で事情を御説明し、謝罪いたし

ます。
　固定資産税と都市計画税においては、地方税
法上の更正期間である5年分と美祢市固定資産
税等過誤納付金返還金支払要綱に基づいた5年
分、最高の場合で10年分を早急に返還させてい
ただくよう手続きをする予定です。
　また、国民健康保険税についても、固定資産
税に係る更正の最終確認後、調査を行った上で、
還付が生じた場合には速やかに対応する予定で
す。
　固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、
いずれについても現在作業を進めている段階で
す。年度内には確定させ、早急に還付の手続き
を行ってまいりたいと思います。

問　美祢市地域公共交通網の整備について、
進捗状況をお伺いします。

答　新たな公共交通網の構築は、大きく次
の三つの視点で進めています。

①「通院・買い物等の日常生活の移動」で、主に
高齢の方のニーズに対応するもの。

②「通学・通勤移動」で、特には市内高等学校へ
の通学ニーズに対応するもの。

③「観光移動」で、市内観光の利便性の向上を図
るもの。

　なお、新たな交通ネットワークを最大限に機
能させるため、鉄道・バス・タクシーの各事業
者と行政が協働・連携し、乗り継ぎ等に考慮し
たダイヤ調整に鋭意努めているところです。
　これらを取りまとめ、再編実施計画を策定し、
本年6月をめどに国土交通省中国運輸局へ申請
し、10月の事業実施を目指しています。

固定資産税について1

美祢市地域公共交通網の整備に
ついて2

（無所属）

杉
すぎ

山
やま

　武
たけ

志
し

 議員

アンモナイト号で通学する高校生
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3月議会　一般質問と答弁

問　平成29年度決算見込みに基づく30年度
予算編成の取り組みについてお伺いします。

答　平成30年度当初予算は、新しい美祢市
創造実現・実行予算と位置づけ、重点プ

ロジェクトの最上位である、住みたくなる、住み
続けたいまちの創造の実現のため、第一次美祢
市総合計画の重点事業と５つの柱を軸に一層の
事業推進が図られるよう編成を行ったところで
す。
　また、施策の中心として、教育充実都市や病
児保育施設整備事業などの子育て支援にかかわ
る施策を推進することで、定住促進につなげて
いきます。

問　若者の結婚定住等支援についてお伺い
します。

答　結婚新婚生活支援事業は有効な政策で
あると思っていますので、来年度以降見

直していきたいと思います。
　また、住宅団地の販売、空き家対策は、住宅に
困っている若者等を呼び寄せるいい施策になる
と思っています。

問　別府養鱒場の組織と体制についてお伺
いします。

答　現在、稚魚から成魚の育成を行う養鱒
場の本場と、卵のふ化から稚魚の育成を

行う河原上分場の二つの施設があり、計６名の
職員を配置しています。

問　魅力の向上及び情報発信の強化につい
てお伺いします。

答　食の発掘・開発・提供を行い、六次産
業化による観光産業を育成することで、

魅力の向上を図ります。
　また、観光客の増加を図るため、別府弁天池
と併せ、「見る・食べる・遊ぶ」観光サイトとして、
美祢市観光協会やジオパークのホームページ等
で情報発信することで、双方の集客につなげて
いきます。

問　新しい地域ブランドとして、「柑味鱒」の
生産についてお伺いします。

答　鱒の生産については、現在は量から質
へ転換すべき時期ではないかと考えてい

ます。柑味鱒については、今後の鱒の販売拡大
を目指す一つの方策として考えてまいります。
　また、鱒・チョウザメを利用した地域ブラン
ド商品を官・民・地域一体となって開発・加工・
販売をおこなうことで、地域振興と六次産業化
が促進されるよう支援してまいります。

問　宇部興産引込線の現状と今後について
お伺いします。

答　交通安全確保のため、関係機関と引込
線の踏切における車両の安全運行につい

て協議を行っています。その結果、引込線の完
全廃止には至りませんでしたが、当面は主要な
踏切について、警報装置にカバ－をかぶせ、線
路にバリケ－ドを設置するなど外見を変更する
ことによって、道路交通法に規定されている踏
切通過にあたらない状況にすることが決まりま
した。外見変更は３月中に完了する予定です。

（※現在は踏切廃止になっています。）

来年度予算編成の考え方について1

養鱒事業の運営について2

宇部興産引込線の現状と今後に
ついて3

（新政会）

戎
えびす

屋
や

　昭
あき

彦
ひこ

 議員

廃止された踏切（大嶺町長ヶ坪）
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3月議会　一般質問と答弁

問　学校給食調理場整備方針が示され、現在
市内６カ所ある学校給食調理場のセンター

化が検討されています。
　食育基本法では、食育推進の基本的施策の一つ
として学校給食を位置付けており、学校給食法で
は、学校における教育の目的を実現するための目
標が定められています。
　学校給食調理場のセンター化により、食育基本
法、学校給食法の精神は守れるのでしょうか。

答　学校給食法に基づき、給食施設と設備
を整え、市内小・中学校の給食を提供す

るとともに、食育の推進に努めています。
　また、食育基本法を受け、食育推進の中核的
役割を担う栄養教諭が配置されてきているとこ
ろです。この栄養教諭等については、センター
化により配置人員が減ることになります。各学
校の教職員との連携を図りながら、学校全体で
食育全体に関する体系的・継続的な指導体制づ
くりに一層努めていかなければならないと考え
ています。

問　食材の地産地消に取り組む具体的施策に
ついてお伺いします。

答　食材の確保や品質の安定等については、
生産者やＪＡなどとの相互理解が必要で

す。農林課と連携を密にしながら、生産者等や
納入事業者と一緒になって協議を行い、地元食
材の納入を持続できる仕組みづくりを検討して
まいります。

問　センター化による職員数の削減と、本市
の重要課題である「雇用の創出」の取り組

みとの整合性についてお伺いします。

答　センター化によって、雇用の喪失といっ
たこともあると思いますが、限られた財

源の中で、健全な財政基盤があってこそ、安全・
安心でおいしい給食が提供できるものと考えて
います。
　現在、学校給食パート調理員の確保にも大変
苦慮しているところであり、安全・安心な学校
給食を持続安定的に供給していくため、給食セ
ンター化が必要であると考えています。

問　移住者の受け入れには住居が必要です。
　一戸建ての住居を希望していても、空き

家バンクでは希望に沿うものが見つからないこと
もあります。ニーズがありながら市営住宅のない
地域もあります。
　住宅環境整備の必要性についてお伺いします。

答　近年、戸建て型が好まれる傾向があり
ますが、戸建て型は共同住宅よりも広い

敷地が必要であり、建築コストも高くなること
から、慎重に検討していかなければならないと
考えています。
　市営住宅長寿命化計画の見直しの中で、民間
を活用した新しい形の公営住宅の整備や運営に
ついて検討し、若者や市外から移住される方々
が定着できるよう住宅の整備を推進してまいり
ます。

学校給食調理場のあり方について1
若者定住の住宅環境整備について2

（日本共産党）

三
み

好
よし

　睦
むつ

子
こ

 議員

学校給食の調理風景（大嶺学校給食共同調理場）
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3月議会　一般質問と答弁

問　本市には、秋吉台・秋芳洞といった特別
天然記念物をはじめ、合計80の国・県・

市指定文化財があります。
　市内の史跡等を文化財に指定する基準につい
てお伺いします。

答　市指定文化財の場合、美祢市の区域内
にあるもののうち、市にとって歴史、芸

術、考古及び自然等、学術上価値の高いものに
ついて指定することができます。
　手続きについては、教育委員会に指定の申請
書が提出されたのち、文化財指定の適否につい
て、文化財保護審議会に諮問し、調査・審議さ
れます。そこで適当と認められれば教育委員会
が答申を受け、その後教育委員会会議の議決を
経て市指定文化財となります。

問　伊佐町南横町の奇兵隊本陣跡にある建物
が、老朽化のため昨年12月に解体され、地

元住民や歴史ファンからは残念との声があがって
います。
　建物があった場所に、維新150年記念として新
たな門柱を再生するお考えはありますか。

答　解体時に門の測量図の作成や写真撮影
などを行い、特徴を記録保存しています。

また、比較的状態のよい瓦や釘の一部を保存し
ていますが、木材はアリによる被害や腐食が見
られるため、当時の材料で復元することはでき
ません。
　しかし、後世に伝えるために、レプリカによる
復元、写真や案内板の設置等、今後慎重に検討
してまいります。

問　市長公約には地方経済の活性化、雇用の
拡大が示されています。企業誘致をする勢

いがあるかどうかで、自主財源を増やし財政の硬
直化を防ぐことができます。
　この2年間の企業誘致の実績及び今後の企業
誘致に向けた具体的活動についてお伺いします。

答　この2年間で2社と進出協定を締結し、
そのうち1社は昨年から操業され、現在7

名の雇用をされています。
　今後は、美祢テクノパークへの企業誘致と遊
休地の解消に向けて集中的に取り組むととも
に、十文字原総合開発事業用地への企業誘致の
取り組みを進めてまいります。
　また、4月から企業誘致担当として山口県東
京営業本部へ1名の職員を派遣するほか、国の
職員に本市に出向して頂き、地方創生の取り組
みの推進等、国とのパイプづくりを進めていく
予定です。

問　現在、サービス付き高齢者向け住宅が急
速に増えています。地域の中心にある市有

地や空き家等を活用するなど、独居高齢者に対応
する市営住宅の建設についてお伺いします。

答　まずは既存住宅の継続的な修繕を行う
ことにより、質の維持、向上を図り、高齢

者に配慮した住宅を確保してまいりたいと思い
ます。その上で、市営住宅の供給量が確保でき
ない場合には、立地条件、敷地条件等すぐれた
団地について建てかえるなど、独居高齢者等へ
の必要な住宅供給の確保に努めてまいります。

文化財保護法に基づく、本市の重
要文化財、史跡等の管理に関して1

企業誘致活動の進捗状況に関して2

地域社会で急増する独居の高齢者
を支える取り組みに関して3

（公明党）

岡
おか

山
やま

　　隆
たかし

 議員

伊佐町南横町の奇兵隊本陣跡（解体前）
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日　程 時　間 内　容  （予　定）

6月12日㈫ 10：00 本会議（初日）

6月13日㈬ 10：00 本会議（一般質問）

6月14日㈭ 10：00 本会議（一般質問）

6月15日㈮ 10：00 本会議（一般質問予備日）

6月18日㈪ 9：30 教育経済委員会

6月19日㈫ 9：30 総務民生委員会

6月21日㈭ 9：30 予算決算委員会

6月22日㈮ 9：30 少子高齢社会対策調査特別委員会

6月29日㈮ 10：00 本会議最終日

　平成30年第2回（6月）定例会は、

右表のように予定しています。

　市民の皆さん、ぜひ傍聴にお越し

ください。

　正式な日程は、6 月 5 日㈫に開

催予定の議会運営委員会で決定し

ます。

　田植えもほぼ終わり、瑞穂の国の一年が始まりました。予測を上回
る人口減少と高齢化、後継者不足等農業を取り巻く環境は、年ごとに
厳しさが増していることを実感しています。住みよい環境は、管理を
された美しい水田にあるように思います、多くの農家の努力で美田が
維持されることを願っています。
　議会も任期の半分が過ぎました、今後も美祢市行政のチェック機関
としての使命を果たすべく努力を重ねてまいります。（安冨）

議会だより編集委員会

委 員 長　山中　佳子
副委員長　戎屋　昭彦
委　　員　安冨　法明
　 〃 　　三好　睦子
　 〃 　　岡山　　隆
編集補助　杉山　武志
　 〃 　　末永　義美

定例会日程

平成30年

6月

　超高齢社会の医療や介護は、今後地域との一体的な取り組みが基軸になっていくと考える。
　ケアを必要とする人が住みなれた地域や自宅で充実した療養生活を送るためには、関係職種が
地域単位で連携する地域包括ケアシステムが欠かせない。人口が減少しても高齢者の絶対数が増
えていくために、病院のベッド数が不足していく。これを受けて国の方針は、ベッド数をへらし

「時々入院、ほぼ在宅」へと医療の方向を転換した。現在療養している人も、今後は在宅医療に切
り替えなくてはならなくなるだろう。この時、地域包括ケアシステムが大きな役割を果たすと思う。
私は在宅医療においては、医師、歯科医師、薬剤師、ケアマネージャー等の各職種が各々専門知
識を活かし、積極的な意見交換や情報共有を通じ、チームとして患者・家族の質の高い生活を支
えていくシステムの体制と実施拠点となる基盤整備を早急に構築してほしいと思う。

秋芳町嘉万　小田　孝　

〔 市民の声 〕

【お問合先】　〒759－2292　美祢市大嶺町東分326－1　美祢市議会事務局
　　　　　　TEL：0837－52－1117　  FAX：0837－52－1180
　　　　　　MAIL：gikai@city.mine.lg.jp

議会だよりに市民の皆さまの声を掲載するコーナーを設けています。皆さまのご投稿をお待ちしています。
ご投稿方法等の詳細については、下記までお問い合わせください。


